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法
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一 

地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
に
お
け
る
地
震
対
策
緊
急
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
有
効

期
限
を
五
年
延
長
し
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

 
 

（
附
則
第
一
条
第
二
項
関
係
） 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 


